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令和７年第１回幸田町議会定例会会議録（第４号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  令和７年３月１０日（月曜日）午前９時００分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 第３号議案 幸田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び幸 

           田町都市計画税条例の一部改正について 

     第４号議案 幸田町若者奨学基金条例の制定について 

     第５号議案 幸田町会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の 

           一部改正について 

     第６号議案 幸田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正について 

     第７号議案 幸田町職員の給与に関する条例等の一部改正について 

     第８号議案 幸田町職員等の旅費支給条例の一部改正について 

     第９号議案 幸田町税条例の一部改正について 

     第10号議案 幸田町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

     第11号議案 幸田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部 

           改正について 

     第12号議案 幸田町立学校体育施設のスポーツ開放に関する条例の一部改正につ 

           いて 

     第13号議案 幸田町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める 

           条例の一部改正について 

     第14号議案 幸田町空き缶等ごみ散乱防止条例の一部改正について 

     第15号議案 幸田町六栗環境広場の設置及び管理に関する条例の制定について 

     第16号議案 幸田町道路占用料条例の一部改正について 

     第17号議案 幸田町地区計画の区域内における建築物制限条例の一部改正につい 

           て 

     第18号議案 幸田町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基 

           準を定める条例の一部改正について 

     第19号議案 幸田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部改正に 

           ついて 

     第20号議案 幸田町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の 

           一部を改正する条例の一部改正について 

     第21号議案 町道路線の認定及び廃止について 

     第26号議案 令和７年度幸田町一般会計予算 

     第27号議案 令和７年度幸田町土地取得特別会計予算 

     第28号議案 令和７年度幸田町国民健康保険特別会計予算 

     第29号議案 令和７年度幸田町後期高齢者医療特別会計予算 

     第30号議案 令和７年度幸田町介護保険特別会計予算 

     第31号議案 令和７年度幸田町水道事業会計予算 
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     第32号議案 令和７年度幸田町下水道事業会計予算 

日程第３ 予算特別委員会の設置について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した案件 

  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１５名） 

  １番 藤 本 和 美 君  ２番 吉 本 智 明 君  ３番 野 坂 純 子 君 

  ４番 松 本 忠 明 君  ５番 長 谷 川  進 君  ６番 岩 本 知 帆 君 

  ７番 田 境  毅 君  ８番 石 原  昇 君  ９番 都 築 幸 夫 君 

  10番 黒 木  一 君  11番 廣 野 房 男 君  12番 稲 吉 照 夫 君 

  13番 笹 野 康 男 君  14番 丸 山千代子 君  16番 藤 江  徹 君 

    欠席議員（１名） 

  15番 鈴 木 久 夫 君 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 成 瀬  敦 君 副 町 長 大 竹 広 行 君 

教 育 長 池 田 和 博 君 企 画 部 長 内 田  守 君 

総 務 部 長 林  保 克 君 参事（税務担当） 稲 熊 公 孝 君 

住民こども部長 三 浦 正 義 君 健 康 福 祉 部 長 山 本 晴 彦 君 

参事（健康保健担当） 金 澤 一 徳 君 環 境 経 済 部 長 大 熊 隆 之 君 

建 設 部 長 鳥 居 靖 久 君 上 下 水 道 部 長 齋 藤 啓 一 君 

消 防 長 山 本 秀 幸 君 教 育 部 長 菅 沼 秀 浩 君 

────────────────────────────── 

  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   局 長 大須賀 龍二 君 

────────────────────────────── 

○議長（藤江 徹君） 皆さん、おはようございます。 

   早朝より御審議、御苦労さまです。 

   ただいまの出席議員は、１５人であります。 

   定足数に達しておりますから、これから、本日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時００分 

○議長（藤江 徹君） 本日、説明のため出席を求めた理事者は、１４人であります。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 

○議長（藤江 徹君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、８番 石原 昇議員及び９

番 都築幸夫議員を指名いたします。 

──────────────○─────────────── 
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  日程第２ 

○議長（藤江 徹君） 日程第２、第３号議案から第２１号議案までの１９件と第２６号議

案から第３２号議案までの７件を一括議題とします。 

   説明は終わっておりますので、これより質疑を行います。 

   質疑の方法は、議案番号順に従い、通告順とします。 

   発言は、会議規則第５５条及び第５６条の規定により、１議題につき１５分以内とし、

質疑の回数制限は行いません。 

   理事者の答弁時間の制限はありませんが、議員の発言時間の制限に鑑み、簡明なる答

弁をお願いいたします。 

   初めに、第３号議案の質疑は、通告なしでありますので、質疑を打ち切ります。 

   次に、第４号議案の質疑を行います。 

   １４番、丸山千代子議員の質疑を許します。 

   １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 幸田町若者奨学基金条例の制定でありますけれども、今回基金を

制定する理由といたしまして、幸田町にゆかりのある人から寄附を３,０００万円受け

たということで、昨年１２月のときに報告がございました。それで、その基金の運用を

していくということで、今回奨学金基金条例を制定するわけでございます。その基金の

使い方といたしましては、寄附者の希望として、海外の大学、高校の留学、国内の大学

進学者に対する奨学金給付事業の財源としてのものであります。 

   そこで、お聞きするわけでございますが、人員枠と支給年数など、継続できる基金額

となるかどうかについて、まずお伺いをいたします。 

○議長（藤江 徹君） 企画部長。 

○企画部長（内田 守君） まず、基金の原資及び奨学金の資金につきましては、寄附金に

よることとしております。寄附につきましては、寄附者と相談をして奨学金の制度設計

を行っており、必要額を毎年度寄附していただくこととなっております。 

   人員枠と支給年数につきましては、寄附額とも連動するため、毎年度寄附者と寄附額

を調整し寄附をしていただき、その内容に合わせて募集をしていくことを想定をしてお

ります。 

   継続できる金額となるかにつきましては、寄附が途切れた場合には、募集を中止して

基金等の残金がなくなるまで実施していく予定でございます。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 今回３,０００万円を原資として基金に積み立てるわけでありま

すけれども、先ほど言われましたように、寄附がなくなればやめるよということであり

ますけれども、今非常に物価高騰の中で、大学進学に当たって、あるいは海外の留学に

当たっても非常に金額が高くなってきていて、途中で断念せざるを得ない状況もあるわ

けであります。また、ほかの奨学金等によりまして、利子等によって、ある年代までは

年数まで払わなければならないということで、こうしたことが、やはり、今の若者たち

にとっては結婚もままならない状況だという中で、今回のこの基金条例の制定について

は非常に期待をするものであります。そこで、やはり、こうしたことが寄附に頼らずに



- 4 - 

も、一般会計からも積み立てて運用をして、そして応援をすると、こういうことになら

ないのかということで考えるわけでございますけれども、その辺の考え方はないわけで

ございましょうか。 

○議長（藤江 徹君） 企画部長。 

○企画部長（内田 守君） 現在、この奨学金の制度については、寄附者からの寄附を財源

として予定をしております。今のところ、寄附者からはある程度の額であったり、期間

であったり、寄附をしていきたいというようなことはお聞きしておりますので、現在の

ところ、一般会計から入れていくということは考えておりません。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 年度によって金額にばらつきがあるということからすれば、これ

は奨学金を受ける側からにとって言えば、ばらつき、不公平性感があるのではないかな

というふうに思うのですが、その辺のところはどのように位置づけられるのかというこ

とと、やはり、こうした今の社会状況の中で若者たちが学べる体制づくり、本当にこの

基金条例の制定というのはその一つの手段でありますので、その辺のところをやはり年

度にばらつきがないように、不公平感のないように運用していくのが当たり前ではない

のかなというふうに思うんですけれども、その辺はやっぱりがっかり感がないように運

用していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（藤江 徹君） 企画部長。 

○企画部長（内田 守君） 年度のばらつきということでありますけれども、一応、今考え

ているのは、毎年同じ人数程度の募集をしていきたいなと思っております。金額につき

ましては、例えば留学につきますと、地域によってかかる金額も変わってくるかなと思

っておりますので、そういったところは変更等はありますけれども、なるべく今議員が

言われたとおり年度のばらつきをなくす、公平感を持っていきたいというふうには思っ

ております。そういったほうの制度設計を心がけていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） それでは、最初にお聞きしたところでありますけれども、人員枠

と支給年数、このことについてお答えがなかったわけでございますけれども、いよいよ

来年度からこの周知を図りながら、そして募集もしていくということであるわけですの

で、そうした制度設計がどのようになっているのか、人員枠や、あるいは支給が継続で

きるのか、１年度限りなのか、どのようになるのか分かった範囲でお答えいただきたい

と思います。 

○議長（藤江 徹君） 企画部長。 

○企画部長（内田 守君） 人数であったり、それから、どういうふうな制度になるかとい

うのは、今、現在制度設計をしておりますので、それによって寄附者の寄附がどれぐら

いになるかというところも合わせて今設計をしておりますので、まだ、今後制度設計が

できましたらまたお知らせをしていきたいと思っております。 

   それから、今のところ、今３,０００万円は頂いておりますけれども、今後こちらと

調整しながら、毎年度募集する額を事前に頂きながら、また募集をかけていきたいとい
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うふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山千代子議員の質疑は終わりました。 

   次に、３番、野坂純子議員の質疑を許します。 

   ３番、野坂議員。 

○３番（野坂純子君） 先ほどの丸山議員の質問で分かったのですが、一応募集をかけると

いうことで、公平性を確保して不平等感がないようにするということも言われたんです

が、そういうような状況というか、進捗状況というのかな、そういうのというのはいつ

ぐらいに発表になるのでしょうか。 

○議長（藤江 徹君） 企画部長。 

○企画部長（内田 守君） 制度の時期でありますけれども、これで制度設計しながら、金

額等もまた寄附者と調整しながらということになっていきますけれども、概要につきま

しては、５月の協議会等に諮れればというふうに今は考えております。ただ、ちょっと

こちらのほうも調整等がありますので、そちら辺の時期がずれることもあるかもしれま

せんので、よろしくお願いしたいと思います。その後、また６月補正で寄附者からある

程度の金額を頂いたものを基金であったり事業費に入れながら、７月以降に募集をかけ

ていきたいというふうに、現在のところはそのような日程で考えております。 

○議長（藤江 徹君） 質疑の継続はされますか。よろしいですか。 

   ３番、野坂純子議員の質疑は終わりました。 

   以上で、第４号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第５号議案の質疑を行います。 

   １４番、丸山千代子議員の質疑を許します。 

   １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 弁護士費用の時間額報酬の上限の引上げについてお尋ねしたいと

思います。 

   今回の説明の中では、弁護士が法律相談を行うと、３０分５,０００円ということが

一般的な価格となっているというような文言がございました。そこで、今回、今の時間

額の報酬の３,５００円を引き上げるというものでございますが、この時間額報酬とい

うのは、これは３０分なのか、１時間なのか、その辺のところをきちんとしていただき

たいということでございますが、どうなのでしょうか。 

○議長（藤江 徹君） 総務部長。 

○総務部長（林 保克君） このたびの改正につきましては、弁護士の職務に従事する者の

報酬について、現行の時間額報酬の上限額、時間額でございます。この額は、３,５０

０円となっているものを５,０００円に引上げさせていただくものであります。１時間

５,０００円でございます。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） この時間額の単位が１時間ということは分かりました。 

   そこで、お聞きをするわけでございますけれども、現在この法律相談に費やす時間と

いうのは今どれぐらいになっているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（藤江 徹君） 総務部長。 
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○総務部長（林 保克君） 相談自体は、ほとんどが職員の相談を受けるものでございます。

時間として、平均的な時間というのはここでお伝えできないわけでございますが、簡単

に数分で終わる相談もあれば、３０分程度かかる相談もございます。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） そうしますと、実際、この弁護士さんが来庁されて行うというこ

とがあるのかどうなのかということと、実際に相談がそんなにないということなのかど

うなのか。そうしますと、この時間報酬上限の引上げというのが、実際かかった時間と

いいますか、携わる時間、この辺が曖昧になるような感じを受けるわけですけれども、

いかがなんでしょうか。 

○議長（藤江 徹君） 総務部長。 

○総務部長（林 保克君） 今はお二人の会計年度任用職員の弁護士さんにお越しいただい

ております。来庁されてということでございます。ただ、来ていただく日数であります

けれども、ばらつきがございまして、導入当初は何日か来ていただけていたわけでござ

いますが、現在のところは、お二人それぞれが週に１日から２日という中での相談をし

ております。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 町の法律相談で、いろいろ受けた方からお聞きをするわけでござ

いますけれども、なかなか弁護士さんのほうからきちんとした対応は受けられないよう

なこともお聞きをすることもございました。そういう中で、やはりきちんとこの法律相

談には、職員ではなくて弁護士さんの法律相談がきちんと受けられるようにすべきでは

ないかなというふうに思いますので、その辺のところの対応をよろしくお願いしたいと

思います。また、この報酬の引上げにつきましては、やはり、これは正当な報酬を支払

うべきかというふうに思いますので、この辺のところは何ら高いというわけではござい

ませんので、その辺のところはありますが、ただ対応について、きちんと相談者が対応

していただけるようにお願いしたいなと思いますので、以上で終わります。 

○議長（藤江 徹君） 総務部長。 

○総務部長（林 保克君） 職員は、この相談があるということでかなり助かっております。

相談件数からすると、ここに今数値は持っておりませんが、かなりの件数の相談を受け

ているということでございます。職員は助かっております。今後につきましても、でき

るだけ多くの質問に早く答えられるよう、弁護士の方としっかりと調整をしてまいりた

いというふうに考えております。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山千代子議員の質疑は終わりました。 

   以上で、第５号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第６号議案の質疑を行います。 

   １４番、丸山千代子議員の質疑を許します。 

   １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 今回の職員の勤務時間、給与休暇等に関する条例の一部改正の説

明については、フレックスタイム制の導入ということも説明の中でございました。 

   そこで、お聞きをするわけでございますけれども、この条例の中に書かれてある職員
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の勤務時間の柔軟化、これについて説明をいただきたい。 

○議長（藤江 徹君） 総務部長。 

○総務部長（林 保克君） 職場におきまして、男女ともに柔軟で多様な働き方により、全

ての方がそれぞれの状況に応じて働き続けられるような仕組み、この仕組みへの転換を

図ることは課題となっております。 

   今回の勤務時間の柔軟化でございますが、始業時間と終業時間、この時間帯をずらし

まして勤務する時差出勤、それから、必ず勤務する時間を一定の時間の設定をいたしま

して、その上でそれ以外の時間を自由に調整できる、これを先ほど議員が言われました

フレックスタイム制度と言っております。フレックスタイム制につきましては、一定の

期間内におきまして、勤務時間の総量は同じまま、１日の勤務時間を長くしたり短くし

たりすることができるものでございます。職員の勤務時間の柔軟化ということによりま

して、育児介護だけでなく、職員一人一人のワークライフバランスに合わせた働きやす

さ、それから、業務の生産性の向上等につながるものと考えておるところでございます。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） このフレックスタイム制の導入によって、影響を受ける業務、そ

れから部署というのはあるのかどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（藤江 徹君） 総務部長。 

○総務部長（林 保克君） 役場の開庁時間は、現在、午前８時３０分から午後５時１５分

となっておりますので、仮にフレックスタイム制を導入した場合、開庁時間内で不在と

なる職員が出てまいります。制度の導入におきましては、制度の活用を希望する職員の

所属する部署の業務に支障のない範囲内で可能とするなど、業務に影響が出ないよう適

切なルールづくり、職員一人一人の勤務時間の管理が不可欠となると考えております。

本庁業務に当てはめますと、特に来客の多い１階窓口業務に従事する職員を抱える部署

等につきましては、運用等に苦慮するのではというふうに考えております。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） このフレックスタイム制の導入については、職員の働き方の改革

になるということで、多様な働き方をすることができるということからすれば必要なこ

とかもしれませんけれども、しかしながら、今現在の体制の中で実際にそれが可能かど

うなのかということでございます。やはり、全ての職員がこのような働き方をしていく

となれば、当然影響は出てくるというふうに思いますし、そうしますと定数の管理、あ

るいは、またパートタイム職員の導入などが不可欠ではなかろうかと思うわけでありま

すけれども、その辺のところは、やはり、職員によって差が出ることのないようにやる

べきだと思うんですけれども、そうしますと、今現在の職員数といいますか、考えると、

本当に難しい問題だなと私は思うわけですが、そうしたことがフレックスタイム制の導

入によって、さらに職員が残業時間あるいは長時間勤務をせざるを得ない状況が生まれ

る可能性だってあるわけではないかと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（藤江 徹君） 総務部長。 

○総務部長（林 保克君） 役場につきましては、国県以上に職場の多様性というものがあ

るというふうに認識をしておりまして、一律全ての職場で導入することは容易でないと
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いうふうに考えております。これに関しましては、これからの運用等々詳細を決めてい

くということでございますので、さきに導入している自治体の例も参考としながら取り

組んでいきたいというふうには思っておるところでございます。確かにこの導入に否定

的な自治体等もその中であるわけでございますが、まずはこの条例改正について、方向

性についてお認めいただいた後、仕組みづくりに取り組んでいきたいというふうに思っ

ております。 

   時間外勤務、長時間の時間外勤務も部署によっては行われているという現状もござい

ます。組織運営上の大きな課題というふうに認識をしているところでございますが、組

織として業務の廃止、削減、統合、合理化等々、いろんな形で業務削減等を行っていく

必要もございます。それから災害対策等、緊急的な必要な業務は臨機応変な人員配置、

会計年度任用職員の柔軟な配置ということで、職員の負担軽減をしていくことが必要だ

というふうに考えております。その中で見直してもなお、恒常的に長時間の命令を免じ

ない職員に関しましては、業務量に応じた必要な人員を確保することに努めたいという

ふうに思っております。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） とりわけ日曜日、土曜日、休日出勤をしなければならない現場あ

るいは職場におきましては、仕事が逆にたまってしまうというようなことも今起こって

きております。そうした点におきまして、今回フレックスタイムが導入される、そのこ

と自身は大変喜ばしいことかとは思うわけでありますけれども、そのいない間の補充と

いいますか、その辺のところをきちんとしていかなければ、これは逆に職場環境がぎく

しゃくしてしまう、そういうことになりかねないと思います。そうした点が、これは４

月１日からの施行が始まるわけでございますので、やはり、これは期待する職員もいる

かというふうに思います。そうした点で、公平性が保たれるような職場環境にしていた

だきたいということでございますので、いかがでしょうか。 

○議長（藤江 徹君） 総務部長。 

○総務部長（林 保克君） 確かにフレックスタイム制度導入に関しましては、メリットだ

けではなくデメリットというのもございます。やはり、不在となる職員、それから働い

ている職員、みんなが全て同じ時間に出ているわけではございませんので、その辺での

職員同士のコミュニケーション、連帯感等、結束力の低下等は、これはないと言えばう

そになるかなというふうに思っておるところでございます。この制度導入に関しまして

は、今年度本町の政策課題研究に携わりました職員、主査昇任後の５年の１５年目の職

員でございますが、業務改革提案の中にフレックスタイム制というものがございました。

多様な働き方の一つとして、職員資源を最大に活用するためにもこの制度の導入をとい

う意見でございます。今がこのタイミングというふうに考えております。しっかりとこ

の運用について、職員の意見をしっかり聞きながら進めてまいりたいというふうに思っ

ております。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山千代子議員の質疑は終わりました。 

   以上で、第６号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第７号議案の質疑を行います。 
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   １４番、丸山千代子議員の質疑を許します。 

   １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 職員の給与に関する条例等の一部改正でありますけれども、第６

条第４項昇給の取扱いの改正につきまして、これは不利益にならないかどうかお聞きし

たいと思います。 

○議長（藤江 徹君） 総務部長。 

○総務部長（林 保克君） 今回の改正につきましては、給料における職務の級が６級以上

の職員、本町でいいますと主幹級以上になります。この職務の級が６級以上の職員の昇

給に関係する取扱いの改正であり、昇給の幅を広げるものでございます。 

   公務員の給料は、役職に応じた級、それから職務の経験年数に応じた号給の組合せで

決められております。現在６級以上の、職員は３号の昇給となっておりますが、今回の

改正により、６級以上の職員につきましても４号の昇給となるものであり、不利益にな

る職員はおりません。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 主幹以上、６級以上の職員については、３号給が４号給の引上げ

になるということで分かりました。今現在の段階が４号ずつになっておりますので、そ

の部分を４号引上げの対象になるということで分かりました。 

   次に、配偶者に係る扶養手当の廃止が令和８年度以降、廃止が行われるわけでござい

ますが、また、子に係る扶養手当の増額、この影響を受ける対象人数と影響額について

お聞きしたいと思います。２年かけて行われるわけでありますので、１年ごとに出てい

たら、その影響額をお聞きしたいと思います。 

○議長（藤江 徹君） 総務部長。 

○総務部長（林 保克君） 直近の３月１日時点における対象人数と影響額でございます。

扶養手当を支給している職員数は１３５人、そのうち扶養手当の対象になる配偶者の人

数が５６人、扶養手当の対象になる子の人数が２０３人となっております。２年間で段

階的に実施されるため、まず令和６年度と令和７年度を比較して影響額を申しますと、

年間約１３０万円の増額となります。そして、令和６年度と令和８年度の比較におきま

しては、年間約２９０万円の増額となる見込みでございます。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 書き留めるのでちょっと分かりにくかったわけでありますけれど

も、この配偶者の扶養手当が廃止をされることに伴って、子どもの扶養手当を増額をす

るということで、増額になるということでありますけれども、逆に、この配偶者に係る

扶養手当の廃止によって不利益になる職員も出てくるということもなりかねないわけで

ございますが、その辺のところはいかがなんでしょうか。 

○議長（藤江 徹君） 総務部長。 

○総務部長（林 保克君） ちょっとこの場でデータを持っておりませんが、確かに令和７

年度それから令和８年度ということで、お子様がいない方につきましては不利益という

のか、減額になります。参考までに、令和７年度の場合は、配偶者に係る部分として２

３５万２,０００円のこれはマイナスになります。それから令和８年度は、令和６年と
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比較しますと４３６万８,０００円の減額となるということで、そういった方たちにつ

きましては減額の影響を受けるということになります。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 減額とそれから増額になる、これは扶養の関係でございますけれ

ども、それぞれ影響を受ける職員について、これはできたら後で資料を提出していただ

きたいわけでございますが、影響額と合わせて、それは可能かどうかお聞きしたいと思

います。 

○議長（藤江 徹君） 総務部長。 

○総務部長（林 保克君） 資料の確認でございますが、それぞれマイナスになる方、プラ

スになる方、それぞれの人数ということでよろしいでしょうかね。それでは、参考とな

る資料のほうを精査をいたしまして、提出のほうを考えていきたいというふうに思って

おります。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 資料のほうをよろしくお願いします。 

   次に、町長が規則で地域手当を定める地域、そして割合とは。これについてお聞きし

たいと思います。 

○議長（藤江 徹君） 総務部長。 

○総務部長（林 保克君） 地域手当につきましては、勤務地ごとの物価や生活費の格差を

是正し、物価の高い地域で勤務する職員の生活負担を軽減するために支給されるもので

ございます。 

   改正内容につきましては、例えば本町の手当の支給率よりも高い支給率が適用されて

いる東京都の特別区、この東京都の特別区というのは、東京都にある２３の区のことで

ございますが、地域手当の率は、全国的に最も高い１級２級の１級地にして設定をされ

ているところでございます。この東京都特別区に派遣される職員に対する地域手当の支

給率を、この地域に適用されている支給率、具体的には２０％の率で支給することがで

きるということを想定したものでございます。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 幸田町では、職員を東京のほうにも何人か派遣をしているわけで

ございます。そうしたところの差があってはならないということで、地域手当を増額を

するということは分かりました。 

   それで、じゃあ、こちらにいる、本町といいますか、幸田町の職員の地域手当はどの

ように変わるのかお尋ねしたいと思います。また、何％なのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（藤江 徹君） 総務部長。 

○総務部長（林 保克君） 現在、本町における地域手当の率は、これは条例のほうで８％

を超えない範囲内で、町長が規則で定める支給割合を乗じて得た額というふうに規定を

しております。現在、幸田町は、この規則で定める支給割合を３％としておるところで

ございます。これ以降は、新年度予算の絡みになりますのであれですけれども、令和７

年度から、新年度からはこの支給割合を６％で予算計上をしておるところでございます。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 
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○14番（丸山千代子君） 今回給与手当の改正につきましては、人勧に応じて地域手当の見

直しということも一つの改正の理由でありました。１２月議会のときにも説明の中であ

ったわけでございますが、３月議会の中で地域手当の見直しをしていくよということで

ありました。そこで、幸田町では町長が規則で定めることになっており、それが８％を

超えないということでありますけれども、幸田町の令和７年度は６％に引上げをするわ

けでございますが、それを段階的に引き上げていくというような説明を受けた覚えがあ

るわけですけれども、これが８％を超えないというふうになっているならば、これは早

晩、早急に次年度以降、また考えていくということなんでしょうか、伺いたいと思いま

す。それから幸田町は、何給地に入るのか併せてお聞きしたいと思います。 

○議長（藤江 徹君） 答弁をお願いします。 

   総務部長。 

○総務部長（林 保克君） 令和７年度、新年度につきましては、６％で予算計上をさせて

いただいているところでございます。その次の令和８年度以降につきましては、現在、

これははっきりしたものはございませんので、例えばこの物価高騰等の中で上げていく

という話になれば、また、この８％を超えることになれば、条例の改正をさせていただ

く議案を提出をさせていただきたいというふうに思っているところでございます。 

   もう一つの御質問でございますが、今回市町村単位となっている基準が広域化して県

単位というふうに再編をされております。この見直しに伴い、愛知県につきましては４

級地の設定となっておるところでございます。 

○議長（藤江 徹君） 質問者に申し上げます。一問一答の遵守をよろしくお願いいたしま

す。 

   １４番、丸山千代子議員の質疑は終わりました。 

   以上で、第７号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第８号議案から第１０号議案までの質疑は、通告なしでありますので、質疑を

打ち切ります。 

   次に、第１１号議案の質疑を行います。 

   ３番、野坂純子議員の質疑を許します。 

   ３番、野坂議員。 

○３番（野坂純子君） 幸田町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部

改正についてですが、議案関係資料の６９、７０ページに表が載っておりましたが、現

在勤務年数の状況をお聞きします。 

○議長（藤江 徹君） 消防長。 

○消防長（山本秀幸君） 令和６年度の幸田町消防団員１４７人の勤務年数の内訳としまし

て、１年から４年までは９２人、５年から９年までは５５人であり、１０年以上の団員

はいません。また、過去１０年間の平均勤務年数は５.２年であります。 

○議長（藤江 徹君） ３番、野坂議員。 

○３番（野坂純子君） 今、お答えいただいたところでは５年単位になっておりましたが、

この表を見ると、もっと細かく２年、３年、４年というふうになっておりますが、そう

いうこともありますが、一部改正をすることによる影響額やメリットは何でしょうか。 
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○議長（藤江 徹君） 消防長。 

○消防長（山本秀幸君） 細かく団員１年から回答させていただきますと、１年目２１人、

２年２９人、３年２２人、４年２０人、５年１１人、６年１８人、７年１３人、８年１

０人、９年3人であります。 

   一部改正による影響、そしてメリットにつきましては、愛知県内の消防団員の統計情

報では、県内の団員の合計は２万９９１人であり、そのうち勤務年数３５年以上が４３

６人であります。県内を見ますと、長期間勤務する団員への処遇改善としてのメリット

があるといえます。 

   今回の改正による本町への影響としましては、過去１０年間において、１０年以上勤

務した団員がいないことから、勤務年数３５年以上という一部改正は直接影響はござい

ません。しかし、将来的にこの恩恵を受ける可能性はございます。 

   ここで、本町ならではの退職報償金の制度について独自の部分がありますので、補足

させていただきます。 

   国の退職報償金制度は、勤務年数５年以上が原則であり、その後、今回改正の３５年

勤務まで５年ごとの段階的な増額となりますが、本町では、国の制度に加え、勤務年数

２年から１０年未満につきましても１年ごと勤務年数に見合った退職報償金制度を設け

ております。 

   以上です。 

○議長（藤江 徹君） ３番、野坂純子議員の質疑は終わりました。 

   以上で、第１１号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第１２号議案の質疑を行います。 

   １４番、丸山千代子議員の質疑を許します。 

   １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 今回、中学校体育館に空調設備が完了したことによって、その空

調設備を使ったときの使用料を設定する条例改正でありますが、この１時間当たりの金

額、これにつきましては、ガス料金ですね、これに基づいて設定をされていたわけであ

りますけれども、この額の設定でございますけれども、他の施設の使用料などと比較を

すると設定額が適当と思うのかどうなのか、まずお聞きしたいと思います。 

○議長（藤江 徹君） 教育部長。 

○教育部長（菅沼秀浩君） こちらの１時間２,５００円というのは、ガス事業者にお願い

をいたしまして積算をした実費相当額でございます。また、幸田町のほうとしましても、

他市と使用料の確認をいたしまして、実際に同じ仕様でやっている自治体もございまし

て、そちらのほうを２点参考にさせていただきまして、設定料金につきましては、これ

で適当であるというふうに認識をしております。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 幸田町の小中学校の体育館はスポーツ開放をしているわけでござ

いまして、いろんな方たちが使ってきております。そうしたときにおきまして、夏場あ

るいは寒い冬、こうしたときにやはり熱中症対策や、あるいは冬の寒い時期に体が動か

ないのでということで、やはり適温でスポーツをする環境を整えると、そうした意味に
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おきまして、皆さんが使うこうした施設に対して、実際の実費相当額を徴収をするとい

うのはいかがかと思うわけであります。このガス料金の事業者が出した額をそのまま使

用料に転嫁をしていくということは、町民の皆さんのスポーツ意欲の低下につながらな

いかどうかというふうに考えるわけでございますけれども、やはり、額を設定するとき

には福祉的な要素、これも加味する必要があるのではないかと思いますけれども、いか

がでしょうか。 

○議長（藤江 徹君） 教育部長。 

○教育部長（菅沼秀浩君） 今回の体育館空調につきましては、基本的には小中学校の義務

教育課程での授業、または災害時における避難所運営のため、こちらのほうは町が支出

するということでやっておりますけれども、それ以外につきましては、学校開放、スポ

ーツ開放の利用者というのはある意味もう限られた人数でございまして、受益者負担の

原則からすると、実費相当をお支払いいただいたところで始めさせていただきたいなと

いうことであります。先ほど申しましたとおり、実費徴収ということでございますが、

昨年の１０月に事業者にお聞きした金額でありまして、もしかすると現在では燃料費に

ついても高騰しておりますが、しばらくはこの金額を据え置いた形で体育館の利用者に

は、その環境に応じた適正な判断をお願いして理解を求めていきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 他の自治体でこうした空調の導入をしているところの使用料等を

参考にしたということで適当だというふうに言われたわけでございますけれども、ほか

のところで、やはり、こうしたそれが住民の福祉増進、こういうところに考えをもって

いって、そして実費相当ではなくて、そうした要素も取り入れた使用料になっていると

ころというのはなかったのでしょうか。 

○議長（藤江 徹君） 教育部長。 

○教育部長（菅沼秀浩君） 実際のところ、今回の体育館の空調の使用というのがやはりプ

ロパンガスでということでありまして、電気、プロパンガス、都市ガス、いろいろなと

ころでやっておるわけなんですけれども、参考にさせていただいた機材等を使っておら

れるところがみよし市と刈谷市という、ここを参考とさせていただいたわけなんですけ

れども、その内容も加味しまして、実際のところ、夜、今まで空調を使っておられるか

という内容を聞きましたところ、現在でも使用されてなくてもほぼ１００％に近い学校

開放の中でエアコンなしでもやっておられるという実態がございましたので、他地域に

つきましても夜に関してはあまり使われていないような状況はお聞きをしました。また、

大会等を土曜日、日曜日のお休みのときの日中というのが、やはり団体、大会等で使わ

れるのではないかなという想定もございましたけれども、やはり実費徴収でということ

で、特に割引というような感じになりますと、刈谷市において都市ガスにつきましては

多少、初期費用は高いですけれども、ＬＰガスよりも安い経過がありますので、その部

分で安いという部分は聞きましたけれども、ほぼ実費徴収でということでこちらもお聞

きをしておるところでございます。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 
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○14番（丸山千代子君） このスポーツ開放で使われる方たちは、働いてみえる方も、ある

いは学生や子どもたちもいるわけでございます。そうしますと、そこで、子どもや学生

から取るわけにはいかんということで、これを運営する側の大人から実費負担というこ

とになってくるかと思うんですけれども、そうしますと、例えば１時間２,５００円で

あれば、２時間、せいぜい二、三時間はスポーツ開放で皆さん汗を流すわけであります

ので、そうすると５,０００円になってしまうと。これが毎週毎週になってくると、２

万円とかになってくるわけですよね。そうすると逆に、スポーツ開放ではもう使わない。

そうすると、例えばこの体育館空調は熱中症予防とか、あるいは極寒期の寒さ対策とか、

そういうことでせっかく導入したにもかかわらず使われない施設になってしまうと。こ

れは残念であります。やはり、そうした点におきますと、幸田町においては、スポーツ

開放におきましてもやはり福祉的要素も取り入れるべきではないかと私は思いますが、

再度考える必要はないかとお伺いしたいと思います。 

○議長（藤江 徹君） 教育部長。 

○教育部長（菅沼秀浩君） スポーツ開放の体育館の空調につきましては、現在のところで

も、一応体育館の中で今の暑さの中でやっていただいておるという状況はございます。

また、これで中学校のほうは体育館のほうが完成しましたけれども、また新たに小学校

に向けましては、空調以外にも断熱といったような形の屋根で反射をしながら暑さを抑

えるといった、こういったものもございますので、それだけで済むのか、それがきくの

かどうかというのも含めまして、もし快適にやりたいということでありましたら、取り

あえず受益者負担の原則としまして、今回のこの料金をお支払いしていただきまして、

しばらくは様子を見させていただきたいというふうに思っております。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山千代子議員の質疑は終わりました。 

   ここで、途中ではありますが、１０分間休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時５０分 

─────────────── 

                             再開 午前１０時００分 

○議長（藤江 徹君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

   次に、３番、野坂純子議員の質疑を許します。 

   ３番、野坂議員。 

○３番（野坂純子君） 先ほどの質問から続くのですが、使用料の件でまたちょっと細かい

ことをお聞きしたいんですが、例えば準備に１５分、実際に練習に１時間で、後片づけ

でまた１５分ぐらいすると、うっかり切り忘れると１時間半ぐらいになってしまうんで

すけど、そういうことも時々あったりすると思うのですが、申込みの仕方とか、お金の

管理システムはどのようになるのでしょうか。 

○議長（藤江 徹君） 教育部長。 

○教育部長（菅沼秀浩君） 申込み方等、お金の管理でございますが、体育館の空調のスイ

ッチというのが、体育館の鉄製の鍵のボックスになっておりまして、１つその鍵を中央

公民館、文化スポーツ課のほうに借りに来ていただくと。その鍵を使ってスイッチを入

れまして使っていただくんですけれども、終わった後にまたその鍵を中央公民館のほう
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に返しにきていただいて、そして、そのときに使用時間を申告、報告をしていただくと。

その申告をもって１か月分の使用時間をまとめまして、その団体のほうに１か月分の納

付書を郵送いたしましてお支払いをいただくと、こういった段取りで行っていきたいと

思っております。 

○議長（藤江 徹君） ３番、野坂議員。 

○３番（野坂純子君） ということは、自己申告でいいということですね。 

○議長（藤江 徹君） 教育部長。 

○教育部長（菅沼秀浩君） 実際には自己申告で申告をしていただくということであります

が、実際には細かい調べは本当に申告でやるんですけれども、調べようと思えば、体育

館のそのシステムを使いまして、実際ここからここは空調が発動しておったよというの

は調べることはできるようにはなっております。 

○議長（藤江 徹君） ３番、野坂純子議員の質疑は終わりました。 

   以上で、第１２号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第１３号議案の質疑を行います。 

   １４番、丸山千代子議員の質疑を許します。 

   １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 職員の確保が困難となっている、こういう状況の中で、複数の施

設にまたがって勤務といいますか、配置をすることができるということで、この施設の

配置基準を満たすというものでありますけれども、この配置基準の緩和によって、運営

や業務に支障が出ないかどうかお聞きをしたいと思います。 

○議長（藤江 徹君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本晴彦君） 本町の北部・中部・南部いずれの地域包括支援センターも

３職種の確保はできておりますので、人員配置基準の緩和による運営や業務に支障が出

ることはございません。今回の人員配置基準の緩和により、仮に一時的にどこかの包括

の１職種が欠けた場合も、３圏域全体で３職種の人数が配置されている場合は基準を満

たすことができるという緩和策でございます。ただし、課題といたしましては、主任介

護支援専門員が３人、１包括に１人ずつの３人の状態でありますので、今後１人欠けた

場合には不足するという包括に、それが課題ではございます。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 今、介護に従事する人が本当に少なくなってきて、希望者もない

という、こういう状況の中で介護施設も潰れるところも出てきているということで、全

国の中では報道もされているわけであります。そうした中で、幸田町におきましては、

この地域包括支援センターの職員は十分満たしているから大丈夫だということでありま

すけれども、やはり、今、全国的な流れの中で、こうした職員不足というのが言われて

いる状況の中で緩和をしていくというような配置基準になってしまうと、これは逆に手

が行き届かなくなるのではないかなというふうに危惧するわけでございますが、ぜひそ

うしたことにならないように、この介護に従事する職員の方の確保をお願いしたいとい

うふうに思います。 

   そこで、職員の確保が困難になっている理由、この原因についてまたお尋ねしたいと
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思います。 

○議長（藤江 徹君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本晴彦君） 議員がおっしゃいますように、日本の高齢者数のピークで

ある２０４０年に介護職員が５７万人不足すると国は推計していることから、高齢者の

増加に対して新たに介護職になる学生など若者が少ないことが背景にあるのではないか

と考えているところでございますが、また一方で、地域包括支援センターに勤務する職

員に一般財団法人の長寿社会開発センターが実態把握調査のアンケートをした結果では、

職員の８割弱が業務に負担を感じている、７割弱が職員不足と回答しており、また、セ

ンター長の約６割が他の業務を担っているというような課題が報告されている情報を把

握しておりますので、具体的な負担感といたしましては、なお、さらにその中身として

具体的な負担感といたしましては、総合相談支援業務においては業務量や相談ケースの

多さが負担になっているようですし、また、その中に難しい支援の対応というものも地

域包括支援センターの職員の負担になっている報告がされております。さらに、金銭的

な待遇も不満をするというものが６０％以上あるというようなことから、なられる方自

体も少ないし、実施している方たちの負担もさらに大きくなってくることから、職員が

違う仕事に移ってしまう等の課題があるということが想定されるところでございます。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山千代子議員の質疑は終わりました。 

   以上で、第１３号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第１４号議案の質疑は、通告なしでありますので、質疑を打ち切ります。 

   次に、第１５号議案の質疑を行います。 

   １１番、廣野房男議員の質疑を許します。 

   １１番、廣野議員。 

○11番（廣野房男君） １５号議案は六栗の環境広場の件ですけれども、もうすぐ完成しま

す六栗の環境広場、今日も見てきたわけですけれども、もう周囲に高さ４メートルのフ

ェンスがずっと張られて、あと少し中の整備をすれば完成するかなというところまでき

ております。 

   この環境広場は、幸田町の一般廃棄物最終処分場に関わる還元施設として造られたも

ので、町内どこも建設を反対する中で、建設を承諾した六栗に対して、どちらかという

と御褒美の意味で造られたものだと承知しております。当時も、近藤町長でしたけれど

も、公園のある完成予想図を見させていただきましたし、また、この前に亡くなられた

大須賀町長も早く造らないかんなというふうにすごく気にしておられました。それで、

今度は成瀬町長になりましてから、この施設を延長するというふうになりまして、成瀬

町長も何とかしたいということでいろんなアイデアをいただきましたけれども、その中

で今の環境広場という形になったと思いますけれども、当時は建設するなという抗議が

すごく来まして、例えば差出人不明の手紙がいっぱい来たり、無言電話がいっぱいあっ

たり何かしまして、ごみはいかんいかんと言っておられる割には、本当にそういった手

紙などでごみの山になったような次第で、当時の地元の町会議員が全部集めとったと思

いますけれども、そういった中で我々も相当迷惑したことを今でも思い出します。そう

した背景のある中で、また協議会の中でも事前に地元六栗区の行事などは専用利用でき
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るというような説明がありましたけれども、今回のこの条例の条文の中にはそのような

記述がないということで、地元への説明に苦慮しているところです。他地区の人たちに

周知してもらう必要はないかお聞きします。 

○議長（藤江 徹君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（大熊隆之君） 六栗環境広場の整備につきましては、一般廃棄物最終処分

場を新規に建設する際に、六栗区においてお引き受けいただき、地元地権者によりまし

て土地を提供していただいた経過があります。当初、広場の土地は、何らかの地元還元

施設を整備する計画であったわけでありますが、その用途が定まることがありませんで

した。しかし、このたび平常時には多目的広場として利用し、災害時には廃棄物の仮置

場としての用途を持った施設を整備することができました。 

   そこで、地元還元施設であるとの周知についてでありますが、本施設は、町が設置、

管理する公共施設であります。利用の公平性から、本条例に六栗区の地元還元施設であ

るとの記載をしておりませんが、専用利用につきましては、優先した利用ができる運用

にしていきたいと考えております。 

   周知につきましては、現地に設置します看板に表示したいと思っております。また、

施設の紹介につきましては、まずは広報の３月号に掲載をしておるところであります。

今後につきましても、町のホームページや本町の環境課インスタグラムなどを利用しま

して、積極的な周知に努めてまいりたいと思っております。 

○議長（藤江 徹君） １１番、廣野議員。 

○11番（廣野房男君） 優先利用できる運用をするというような説明がありまして少し安心

しましたけれども、六栗区でもいろんな行事で使う場合、やはり、同じように許可を得

る必要がありますか、お聞きします。 

○議長（藤江 徹君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（大熊隆之君） 専用利用の受付につきましては、所管課である環境課にお

きまして一括管理をいたしますので、他の利用者と同様に、申し訳ありませんが、申請

をしていただく必要があります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤江 徹君） １１番、廣野議員。 

○11番（廣野房男君） そのように地元に説明をしていきたいなというふうに思っておりま

す。 

   それで、ここで一般廃棄物最終処分場の敷地内ということで、事前通告していません

のでちょっとお答えできなければ申し訳ないんですけれども、今回の施設は幸田町一般

廃棄物最終処分場に隣接する環境広場ということで、この最終処分場がどのような機能

を持ち、その役割などを知らない人が多いんですね。六栗区でも隣に新しく区画整理が

できて、若い人たちに聞くと、これは何の施設なのということをよく聞きます。六栗の

中でも知らない人が多い施設なんですね。昨年からは、私だけでなく、豊坂学区の議員

さんにも声をかけて、埋立作業のある日に都合がつけば見に来てもらうように呼びかけ

ておるようにしております。それで、ここからもっと周知を広めていったらいいかなと、

この最終処分場と環境広場の周知を広めていくその方法などがあれば、もし、お考えが

あればお聞きします。 
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○議長（藤江 徹君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（大熊隆之君） 例年、六栗区の初集会、初総会ですか、こちらに各年度の

稼働状況報告書を提出しているところであります。この報告書には、年３回実施をして

おります埋立ての状況や、浸水処理に係る水質検査の状況を記載をしております。来年

度からこの報告書を全議員さんに配付をさせていただきまして、情報の共有を図ってま

いりたいと考えております。 

   なお、この内容につきましては、町ホームページに詳細を掲載をしておるところであ

ります。また、一般廃棄物最終処分場と六栗環境広場を一体的に管理運用することで、

本町の廃棄物の中心的な施設としまして事業を展開してまいりたいと考えております。 

○議長（藤江 徹君） １１番、廣野議員。 

○11番（廣野房男君） ありがとうございます。そして、今のお答えの中の一つの案なんで

すけれども、廃棄物の処分場での埋立ての日程が決まった時点で、例えば、ここにおら

れる全議員宛てでのＬＩＮＥを使って情報提供したらどうかなというふうに思っており

ます。都合のつく議員は、一度や二度見学してほしいものですし、そして埋めている廃

棄物の状況を確認して、環境面には何の問題もないことを見てほしいなと思っておりま

す。処理場から川に排水する水は水道水よりきれいだといいますので、飲んでも問題な

いと聞いておりますので、疑問のある方は一度飲んでもらっていいかなと思いますが、

私が飲んだことは一回もありません。また、六栗区の初集会に出している水質検査など

の報告書も、先ほど言いました全議員に届くＬＩＮＥなどを使って情報提供したらいい

かなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（藤江 徹君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（大熊隆之君） 御提案ありがとうございます。埋立ての確認のための立会

いも、一度ＬＩＮＥで全議員様に案内させていただき、見学をしていただけるようにし

ていきたいと考えております。 

   また、報告書の配付等におきましても、紙ではなくＬＩＮＥを活用しながら情報共有

できるようにしたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（藤江 徹君） １１番、廣野房男議員の質疑は終わりました。 

   次に、３番、野坂純子議員の質疑を許します。 

   ３番、野坂議員。 

○３番（野坂純子君） 私は、六栗環境広場をスポーツ行事やちょっとくつろげる場所とし

て、広場として理解していたので、本当に確認をさせていただきたいんですが、１つ目

に、高齢者も利用しやすいようなバリアフリー設計で、多目的トイレなどを考える可能

性はありますか。 

○議長（藤江 徹君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（大熊隆之君） 六栗環境広場にトイレなどの施設を設置する計画は現在な

いわけでありますが、専用利用する場合には、隣接します一般廃棄物最終処分場の浸出

水処理施設管理棟を御利用いただくことを考えております。管理棟には男性用トイレ、

女性用トイレ、それから多目的トイレを完備しておるところであります。また、玄関口

からトイレまで段差のない仕様となっておりますので、どなたでも利用しやすい施設と
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なっておるところであります。また、管理棟につきましては、一般廃棄物最終処分場全

体を管理する上での理由で常時開放することはできておりません。御理解いただきます

よう、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤江 徹君） ３番、野坂議員。 

○３番（野坂純子君） 各種団体などが専用利用する場合のみ、隣の一般廃棄物最終処分場

のトイレを使うことができるということが分かりました。 

   次の質問で、防犯カメラやソーラーなどによる照明の位置の設置などの考えを伺いま

す。 

○議長（藤江 徹君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（大熊隆之君） 六栗環境広場におきましては、従前から照明などを設置し

ておりません。夜間は施設を利用することがなく、周辺が真っ暗な状態であります。今

後につきましても、周辺住民に対しての施設の用途変更が環境の変化につながり、生活

環境に悪影響が及ぶことがないよう、夜間の施設利用をすることがないよう照明などを

設置することは考えておりません。 

○議長（藤江 徹君） ３番、野坂議員。 

○３番（野坂純子君） 災害時に広場にテントなどを張っての一時避難所としての機能はあ

るのでしょうか。 

○議長（藤江 徹君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（大熊隆之君） 六栗環境広場におきましては、災害時における災害廃棄物

仮置場として活用することを本条例で定めておるところであります。これまで町内にお

ける仮置場の明確な設定はありませんでしたが、このたび広場としての整備に合わせ、

災害時における用途を災害廃棄物仮置場として設定をさせていただいたところでありま

す。したがいまして、災害廃棄物を収集・保管する施設でもありますので、避難所とし

て利用することはないものと考えております。 

○議長（藤江 徹君） ３番、野坂議員。 

○３番（野坂純子君） 確認ですが、環境広場にテントを張っての避難は駄目で、一般廃棄

物最終処分場は、避難場所としてトイレなどを使わせていただけるのでしょうか。 

○議長（藤江 徹君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（大熊隆之君） 隣接する一般廃棄物最終処分場にはトイレなどがあります

ので、一時的に避難していただくことは可能と考えております。 

○議長（藤江 徹君） ３番、野坂議員。 

○３番（野坂純子君） それでは、定期的な清掃点検はどのように行うのでしょうか。 

○議長（藤江 徹君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（大熊隆之君） 六栗環境広場の雑草及び植栽の管理につきましては、隣接

する一般廃棄物最終処分場と併せまして、全体を一体的に管理していきたいと思います。

広場の管理につきましては、雑草対策など適切な施設管理体制につきまして検討をして

まいります。また、管理棟につきましても、屋外と同様に清掃管理について検討してま

いります。 

○議長（藤江 徹君） ３番、野坂議員。 
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○３番（野坂純子君） たまに、ある公園で照明がないため、車のヘッドライトで明るくし

てバスケットゴールの練習をしている場面を見たことがあるのですが、あの夜間の騒音

やペットの出入りについての考えを伺います。 

○議長（藤江 徹君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（大熊隆之君） 六栗環境広場は、夜間の施設利用は行いませんので、夜間

の騒音はないものと考えておりますが、周辺住民の生活環境に悪影響が及ぶことがない

ように注意してまいりたいと考えております。議員が言われるような、車のヘッドライ

トを照明にしまして施設利用をするような行為があった場合は、利用の制限や施設にお

ける防止対策について検討をしてまいります。なお、ペットの出入りにつきましては、

現時点で規制をしていることは考えておりませんが、施設の周辺一帯が犬の散歩コース

として利用されている状況があるようでありますので、糞の持ち帰りなどにつきまして

は一体的な啓発を検討してまいりたいと思います。 

○議長（藤江 徹君） ３番、野坂議員。 

○３番（野坂純子君） 今おっしゃられたような適切な利用ルールの設定や周知方法をどの

ようにするのか、お伺いします。 

○議長（藤江 徹君） 環境経済部長。 

○環境経済部長（大熊隆之君） 六栗環境広場の平常時の利用ルールにつきましては、町内

の他施設を参考にして、基本的なルールづくりを検討してまいります。また、災害時に

おける利用や、利用を制限する場合におきましては、他の自治体の例を参考に作成して

まいりたいと思っております。 

   六栗環境広場を新たに設置したことにつきましては、まず施設の紹介を、先ほども言

いましたが広報の３月号に掲載をしておるところであります。その後、ホームページや

本庁の環境課インスタグラム、また公式ＬＩＮＥなどを活用してまいりたいと思います。 

   利用ルールにつきましては、現地で看板を設置して表示することを予定をしておると

ころであります。 

○議長（藤江 徹君） ３番、野坂純子議員の質疑は終わりました。 

   以上で、第１５号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第１６号議案の質疑を行います。 

   １４番、丸山千代子議員の質疑を許します。 

   １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 占用料の見直しでありますが、愛知県の見直しに当たって均衡を

図るということで改正が行われるわけでありますけれども、まず、愛知県の改正はいつ

だったのかということと、それから、この引上げについては前の引上げから何年たった

のかをお伺いしたいと思います。 

○議長（藤江 徹君） 建設部長。 

○建設部長（鳥居靖久君） 議員が言われる愛知県道路占用条例の改定につきましては、令

和６年１２月の議題と承知しております。それから、本町の今回お願いしておりますこ

の一部改正ですけれども、その１つ前でありますが、ちょうど３年前になりますので、

令和４年の３月の議会ということになります。 
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○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 令和４年の３月に幸田町の占用料条例の引上げが行われたという

ことでありますが、今回の見直しに当たって、この占用料は、占用物件の種類によって

は金額が上がった部分と、それから減額になったばらつきがあるわけですね。これはな

ぜなのか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（藤江 徹君） 建設部長。 

○建設部長（鳥居靖久君） 占用料につきましては、算定式によりまして、各占用物件ごと

に金額が算出をされております。その算式の中で算定の基礎となる係数があるわけでご

ざいますが、係数につきまして、市場における諸条件の変化等の理由により、各占用物

件において増減、変更が生じたため、その違いにより、結果、見直しされた改正後の占

用料におきまして引上げ、引下げのばらつきが生じたものでございます。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） そうしますと、この係数がまず見直しもあり、それが減額になっ

た部分もあるということでありますが、この引上げは愛知県との均衡を図るということ

でありますけれども、逆に引き下がった部分もあるということであるならば、引き上げ

る理由というのがないのではないかと思うわけでありますけれども、それはどうなんで

しょうか。 

○議長（藤江 徹君） 建設部長。 

○建設部長（鳥居靖久君） 今、言われる愛知県の条例改正が昨年１２月に改正をされまし

た。愛知県につきましても、国の政令によりまして、その改正する事務を行っておりま

すので、その流れに沿って、本町ならずとも各市町村が条例を改正をしているというふ

うに承知をしております。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山千代子議員の質疑は終わりました。 

   以上で、第１６号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第１７号議案から第２１号議案までの質疑は通告なしでありますので、質疑を

打ち切ります。 

   次に、第２６号議案の質疑を行います。 

   １４番、丸山千代子議員の質疑を許します。 

   １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 予算の質疑につきましては、包括的な質疑となってきております

ので、まず、町長に施政方針についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（藤江 徹君） 答弁をお願いします。 

   町長。 

○町長（成瀬 敦君） 質問については施政方針でありますけれども、まず、自分の考え方

の中心の中にあります備えていくというような中身の中で、それぞれ総合計画をこれか

ら決めていく中の柱等々をしっかりと頭の中に踏まえながら、特に財政計画等々におき

ましては、今まで以上の緊張感を持って財政運営をしていく必要があるというような趣

旨で述べているものであります。特に町税収入等々は、堅実な収入の見込みを得ている

ものでございますけれども、ふるさと納税等については、少しずつ収入増になるぐらい
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の努力をしていかないと、少しずつ減少していることはわきまえていきたいと思ってお

ります。それに伴いまして、基金等の繰入れ、起債等につきましても、後年度負担を慎

重に検討した上で計画的に運用していきたいなというふうに思っております。 

   今回は、歳出におきましても人件費、特に扶助費、義務的経費が大きく増加する以上

に建設の物価も高騰しているということで、大変経費的なものが歳出の中で多く占めて

いくということでありますけれども、デジタルの実装化、そしていろんな災害対策への

対応、そして子ども・子育て支援をはじめとする社会保障施策の展開など、しっかりと

わきまえた上での予算編成という形で臨んでおりますので、よろしくお願いします。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 町長の施政方針の中で、この国の経済状況の中で述べられている

わけでございますけれども、幸田町の中におきましても、町税の収入が過去最高という

ことを述べておられ、そして、ふるさと納税額は減少したということで、いろいろとこ

れから厳しい財政状況があるのではないかということで述べられているわけであります。

そういう中で、財政計画について今まで以上に引き締めていくということを述べられま

した。しかしながら、この財政状況も見ながら、住民の福祉増進については、やはり、

やっていかなければならない。これをどうバランスを取りながらやっていくかというこ

とは課題かというふうに思うわけでありますが、ぜひ、そうした状況の中で財政が破綻

しない、そうした取組にお願いをしたいというふうに思うわけであります。 

○議長（藤江 徹君） 町長。 

○町長（成瀬 敦君） あらゆる世代にわたりまして、様々な必要な事業が展開されるべき

だということで、今お話がありましたように、バランスを取った施策が必要であると思

いますが、少子高齢化の波の中で、やっぱり幸田町に住み続けていただくとともに、将

来ある子どもたちにとって、国の施策を統一してほしいわけでありますけれども、やは

り、子ども・子育て支援をはじめとするいろんな諸事業を優先的な形で展開していくと

いうこともあります。もちろん高齢化の波の中で、高齢者の方々に対する生きがい対策、

そして介護、そして医療的な担保もしっかりと整えていくということで、今最初に言い

ました多世代という中でのそれぞれの世代における望まれている施策をバランスよく展

開していくことが必要だと思っておりますけれども、これもいろいろ議会のところで相

談しながら、しっかりと予算の成立に向けて提案、相談をさせていただきたいと思って

おります。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 予算につきましては、予算特別委員会の中で詳しく質問をしてま

いりたいというふうに思っておりますので、町長については最小限のことでお答えいた

だきありがとうございました。 

   次に、教育長についてお尋ねしたいというふうに思います。 

   教育行政についてでありますが、中でもこの幸田町でどんどん大きく広がってきてい

る不登校対策について、教育長としてどのように対応、そして考えておられるのか伺い

たいと思います。 

○議長（藤江 徹君） 教育長。 
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○教育長（池田和博君） 不登校児童生徒の問題につきましては、これは新型コロナを境に、

それまでとは比べようもないぐらい増加をしているということで、大変重要な問題であ

るという認識であります。指導主事だけでなく、教育長会議でも各市町村の施策につい

て情報交換をし、国や県に不登校対策についての要望を積極的にしているところであり

ます。 

   本年度の本町の不登校児童生徒の直近の調査、令和６年１２月現在でありますが、小

学生４２人、中学生１０３人、合計１４５人でありますが、小学生の児童につきまして

は、昨年同時期が５４名でありますので、昨年の同じ時期に比べ現在のところ１２名減

少しているという状況であります。また、今年度２０名以上欠席があった児童のうち、

立ち直り傾向にある児童が１０名ということでありますが、町教委としましては、不登

校対策として教員が児童生徒に向き合えるよう、体制や人の配置に力を入れているとこ

ろであります。 

   昨年度より小学校を巡回する町独自のスクールカウンセラーを採用し、各校で月２回

相談できるようにしました。県配置のスクールカウンセラーが月１回相談できますので、

各校で今年度は合わせて、昨年度からですね、月３回保護者や児童が相談できるように

なっております。それから、教育相談室の指導員も昨年度から２名増やして４名体制と

し、学校教育に慣れるように適応指導を現在進めているところであります。教育相談室

にも学校に足が向かない子どもたちやその保護者が多く利用していただいているところ

であります。 

   それから、来年度は家庭教育支援員をスクールソーシャルワーカーとし、２名体制で

より充実した支援体制を整えていきます。 

   さらに、７年度、来年度ですが、子どもたちの心身の健康の窓口として、町で採用し

ている非常勤養護教諭を中学校ごとに配置整備し、小学校への配置時間を増やして、小

学校の不登校対策をさらに強化していきたいと考えております。 

   中学校の不登校対策としては、以前から申し上げておりますように、教育支援センタ

ー、アイルームを既に設置をしております。心の支援員が常駐し、アイルームにも各中

学校ごとに時間割を設定していただいて、学習の保障もできるようにしています。担任

だけでなく、学校全体で不登校生徒を支え、安心して登校できるようにしており、中に

は教室に戻ると意思表明をしている生徒もいるそうであります。 

   小学校の教育支援センターについては、これまでも研究中だと申し上げてきました。

小学校は、基本学級担任制であり、学級担任以外の先生で自由に動けるのはいわゆる管

理職だけという状況であります。子どもたちに寄り添うためには、小学校の教職員増、

あるいは担任の授業時間数を減らして、子どもたちのところへ行ける時間をつくること

がまず重要であります。 

   私は、今年度から県町村教育長会の副会長も務めさせていただいておりますので、

様々な機会に幸田町の現状や小学校の定数増について、国や県に要望させていただいて

います。これまでも、町単独で授業担当教員を採用し、全小中学校に配置して、担任の

授業時間数の軽減に努めておりますが、来年度に向けては、県費の専科教員の配置を強

く要望しました。専科教員も１人で授業を担当する教員で、来年度は全ての小学校に県
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費の専科教員を配置できることで担任の授業時間数を軽減し、子どもに向き合う時間を

増やしてまいります。また、県費の校務補助員も今年度２名、来年の４月から１名町内

の小学校に配置し、町で採用している校務員３名と合わせて、６校の小中学校に配置が

できました。それらの方々には、校内での食器、給食などの運搬や準備・片づけ、草取

りや花壇の整備、学校営繕などをしていただくことにしております。さらに、各校に２

から３名配置しております町費の教員補助員の業務内容に不登校児童生徒への対応も可

能としました。 

   町教委では、町費の会計年度任用職員の採用を進めながら、県費負担の教職員の配置

も積極的に要望し、未来のある子どもたちのために、誰１人取り残さないよう不登校対

策に尽力していきたいというふうに考えております。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山議員。 

○14番（丸山千代子君） 昨年もこの問題についてお尋ねしてまいりました。また、教員の

確保ということもお尋ねしてまいりましたけれども、結果、昨年は実際欠員不足という

ことで教員の確保ができない。そういう中で、管理職による担任を持つというようなこ

とで乗り切ってきたわけでありますけれども、そういうところにおいて言えば、本当に

学級崩壊とは言わないけれども、子どもたちが不安な状況に置かれていると、こういう

ことが起こってきたわけであります。それが、一つには不登校にもつながりますし、い

ろんな障害も出てきている。こういう状況の中で、ぜひこの教員の確保ということをお

願いをしたいというふうに思うわけであります。文部科学省におきましては、教員の定

数も減らしてきている中で全国的な教員不足と、こういう状況の中で確保が難しいとい

う状況は重々分かっているわけでありますけれども、しかしながら、担任の先生が途中

で変わることなく１年間継続して、そして安定的に学級運営ができる、そういう教員の

確保をぜひともお願いし、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（藤江 徹君） 教育長。 

○教育長（池田和博君） 議員がおっしゃられますように、全国的にも教員の確保は大変大

きな問題であります。子どもたちに寄り添い、心身ともに健やかな子どもたちを育成す

るためには、教員の確保は間違いなく欠かせません。 

   まず、令和７年度、来年度の幸田町の教員配置について、現時点では全て確保できて

おりますので、欠員というのはございません。 

   ただ、申し上げておきますが、教職員の採用とそれから各市町村への配当は、これは

県教委の業務であり、町教育委員会はその配当された県費負担教職員を各学校の状況に

応じて適切に配置をしているというところでありますが、近年は県教委のほうから教職

員を町教委が要望した数をいただけることがまずございません。その何割かというふう

であって、先ほどもちょっと申し上げましたが、今年度、県教委へ行って様々な機会に

そういう話をできる機会がありますので、県教育委員会に対して、県教育委員会でなけ

ればできない採用や配当をぜひ各市町村が困ることのないように仕事をしてくれという

ことを強く申し上げているところであります。県費負担教職員の確保と、それから町費

の会計年度任用職員ともにしっかりと配置をして、学校教育を支えていただくというつ

もりでおります。 
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   以上です。 

○議長（藤江 徹君） １４番、丸山千代子議員の質疑は終わりました。 

   以上で、第２６号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第２７号議案から第３２号議案までの質疑は通告なしでありますので、質疑を

打ち切ります。 

   これをもって、質疑を終結します。 

   ただいま一括議題となっております第３号議案から第２１号議案までの１９件は、会

議規則第３９条の規定により、開会日に配付の委員会付託表のとおり、それぞれ所管の

常任委員会に付託いたします。 

   各常任委員会委員長は、ただいま付託しました議案の審査結果を、３月２５日までに

取りまとめ、３月２６日の本会議で報告をお願いします。 

   委員会の会議場は、お手元に配付のとおりですから、よろしくお願いいたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第３ 

○議長（藤江 徹君） 日程第３、予算特別委員会設置について、お諮りいたします。 

   ただいま議題となっております第２６号議案から第３２号議案までの令和７年度当初

予算の７件は、内容も非常に多岐にわたりますので、慎重審議を期するため、議長を除

く１５人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して、審査することに

したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（藤江 徹君） 異議なしと認めます。 

   したがって、第２６号議案から第３２号議案までの令和７年度当初予算の７件は、議

長除く１５人の議員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して、審査するこ

とに決定しました。 

   ただいま設置された予算特別委員会は、委員会条例第９条第１項の規定により、委員

長の互選をお願いいたします。 

   委員長の互選は、３月１２日、水曜日、午前９時から議場においてお願いいたします。 

   なお、委員長の互選に関する職務は、委員会条例第９条第２項の規定により、年長の

委員であります、１２番、稲吉照夫議員にお願いいたします。 

   予算特別委員会委員長は、先ほど付託しました議案の審査結果を、３月２５日までに

取りまとめ、３月２６日の本会議で報告願います。 

   以上で、本日の日程は全部終了しました。 

   次回は、３月２６日、水曜日、午前９時から会議を再開いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

   長時間御苦労さまでした。 

   本日は、これで散会とします。 

                             散会 午前１０時４６分 
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